
特定非営利活動法人 トリトン・アーツ・ネットワークの役員報酬規程

制定 2014年 6月 26日

この規程は、特定非営利活動法人 トリトン・アーツ・ネットワーク定款第 18条第

1項、第 2項、第 3項の役員報酬等について定める。

(目 的)

第1条

(役員)

第2条  この規程に定める役員とは定款第 12条の理事および監事をいう。

(報酬)

第3条  役員は無報酬とする。

(規程の変更)

第 4条 この規程を変更するときは、総会の議決を経なければならない。

附則

この場1程は 2014年 6月 26日 から茄ロイテする。



特定非営利活動法人トリトン・アーツ・ネットワーク

管理職員・従業員給与規程

第 1章 総  則

(目 的)

第 1条 この規程は、管理職員・従業員就業規則第44条に基づき、特定非営利活動法人 ト

リトン・アーツ・ネットワークの管理職員および従業員 (以下、「従業員」とい

う)の給与に関する事項を定めたものである。

2。 この規程は正従業員に対し適用される。就業形態が特殊な勤務に従事する者およ

びパー トタイマー、アルバイ トについてはこの限りでない。

3.この規程に定めのない事項については法令の定めによる。

(給与構成)

第 2条 給与の構成は次のとおりとする。

1.基準内給与

(1)基準給与

ア、基本給 イ、査定給 ウ、調整給

(2)その他の基準給与

ア、専門職手当 イ、調整手当

2.基準外給与

ア、時間外手当

3.その他の給与

ア、通勤手当  イ、在宅勤務手当  ウ、講演手当  工、臨時給与

(給与計算期間および支払 日)

第 3条 給与は当月 1日 から当月末日までの期間 (以下「給与締切期間」という)につい

て計算し、当月 25日 に支払 う。ただし、 25日 が休 日のときは原則としてその

前 日に支払 う。

2.前項の規程にかかわらず次の各号の一に該当する場合には、従業員 (死亡したと

きはその遺族)の請求により、給与支払 日の前であっても既に行われた労働に対

する賃金を支払 う。

(1)従業員が死亡したとき。

(2)従業員が退職 し、または解雇されたとき。

(3)従業員またはその収入によつて生計を維持 している者が、結婚、出産、

病気、災害、または死亡したことにより特別な費用を必要とするとき。

(4)本人、またはその収入によつて生計を維持 している者が、やむを得ない

事由によって 1週間以上にわたり帰郷するとき。

(5)その他本人の申出により会社が特に必要と認めたとき。

(計算方法)

第 4条 給与締切期間の中途において入社 し、または退社 した者についての賃金額は基準

内給与については基準内給与を月平均労働 日数で除した金額を出勤日数に乗 じて

1



特定非営利活動法人 トリトン・アーツ・ネットワーク

計算することとする。ただし勤務 しない日数が 5日 以下の場合は基準内給与を月

平均労働 日数で除した金額に勤務 しない日数を乗じた金額を控除して支給する。

2.基準内給与については、一給与締切期間内に欠勤した場合は基準内給与を月平均

労働 日数で除した金額に欠勤した日数を乗 じた金額を控除して支給する。ただし、

出勤日数が 5日 以下の場合は、出勤日数に基準内給与を月平均労働 日数で除した

金額を乗 じて支給する。

3.育児・介護のための短時間勤務適用者に対 しては、通常の基準内給与に、「当該

期間において選択した標準労働時間/7」 を乗 じた金額を支給する。

4。 一給与締切期間において、給与の総額に一円未満の端数が生じた場合にはこれを

四捨五入する。

(給与の支払い)

第 5条 給与は、従業員に対 して、現金もしくは銀行振込によつて支払 うものとする。

2.前項の規程にかかわらず次に掲げるものは支払 うべき賃金から控除する。

(1)給与所得税

(2)健康保険料

(3)厚生年金保険料

(4)雇用保険料

(5)住民税

(6)従業員個人との書面契約によるもの

(7)その他従業員代表との書面協議によるもの

(遅刻・早退の取扱い)

第 6条 早退、遅刻等、従業員の責に帰すべき事由による不就業については、その時間に

対応する給与 (第 4条の日額を 7時間で除したもの)の支払いはしない。

第 2章 基準内給与

第 1節 基準給与

(基本給)

第 7条 基本給は年齢、担当業務、その在任年数、勤務状況等に基づき決定する。

2.支給方法は月給制とする。一給与締切期間内において欠勤した場合は、第4条の

規程により減額する。

(基本給の改定)

第 8条 原則として年 1回、従業員の勤続年数、勤務状況に基づき基本給の改定を行うこ

とがある。

2.会社の業績等の状況によっては基本給の改定を行わないことがある。

(査定給)

第 9条 査定給は従業員の勤務成績、能力、その他を総合的に判定のうえ、査定給表の該

当する級の金額を支給する。

(調整給)

第 10条 従業員の基準給与に調整を必要とする事情が生じたときは、調整給を支給する
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ことがある。

第 2節 その他の基準給与

(専門職手当)

第 11条 アソシエイ ト・ディレクター、ディレクター、プロデューサーである従業員に

ついては、専門職手当を別表のとおり支給する。

(調整手当)

第 12条 従業員の給与に調整を必要とする事情が生じたときは、調整手当を支給するこ

とがある。

第 3章 基準外給与

(時間外手当等)

第 13条 時間外労働の計算は一給与締切期間の超過時間を累計して計算する。

2.休 日勤務をした場合休日勤務手当を支給する。振替休日とした場合、全日を休

暇をした場合は7時間を超えた時間、半日を休暇とした場合は3時間30分を

超えた時間は休日勤務手当を支給する。

3.22時 以降翌日5時まで勤務した場合は深夜勤務手当を支給する。

4.時間外勤務手当、休日勤務手当及び深夜勤務手当の計算方法は労働基準法の定

めるところによる。

5。 裁量労働で専門職手当を支給されている従業員には、時間外勤務手当、休日勤

務手当及び深夜勤務手当の合計額が専門職手当の額を上回るときは、その差額

を支給する。

6。 管理職員については、前項を適用しない。

第4章 その他の給与

(通勤手当)

第 14条 自宅から勤務地までの通勤に要する定期代を通勤費として支給する。

2.前項にかかわらず、在宅勤務の場合の通勤手当は、出社した日の日数に応じて

通勤に要する実費に相当する額を支給する。

3.自 宅から勤務地までの距離が 2 km以 下の場合は支給しない。自宅から最寄り駅

までの距離が1.5Km以上ある場合バスの利用を認める。原則、勤務地の最寄り駅

は大江戸線勝どき駅とする。ただし月島駅乗換者は月島駅を最寄り駅とする。

4.通勤ルー トは原則として最短ルー トとする。ただし、通勤費が最低となるルー

トがある場合は通勤費及び所要時間等を検討の上経路を決定する。

5。 通勤費の上限は月額 5万円とする。
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6.新幹線による通勤は認めない。

7.従業員が、傷病その他の事情でlヶ 月以上欠勤、または休職する場合には、そ

の期間の通勤手当の支給を停止する。

8.年次有休休暇を取得しlヶ月以上出勤しない場合は、前項と同様の取扱とする。

(在宅勤務手当)

第 15条 在宅勤務手当は、在宅勤務規程第 3条の定めにより在宅勤務するものに対し、

在宅勤務者が負担する自宅の光熱水費および通信費 (ただし、資料送付に要する

郵便代は除く)の うち業務負担分として、在宅勤務した日の日数に応じて日額 3

00円 を支給する。

(講演手当)

第 16条 従業員が、会社指示により社外の研修等で講義を行った場合、会社が受領した

講師謝金に1/2を乗じた金額を「講演手当」として支給する。

(臨時給与)

第 17条 臨時給与はその都度定める。

付則

この規程は平成 15年 4月 1日 より実施する。

平成 18年 5月 1日 改正 (第 2条、第 7条、第 8条、第 9条、第 10条修正、第 11条、

第 12条、第 15条追加)

平成 23年 6月 10日 改正 (第 3条第 1項、第 7条 2項修正、第 9条、第 10条修正、第

13条第 1項修正、第 2～ 5項追加)

平成 24年 3月 6日 改正 (第 4条第 1～ 2項修正、第 14条 2～ 7項追加)

平成 28年 3月 1日 改正 (規程名変更、第 1条第 1項修正、第 5条第 2項第 5号、6号修

正、 7号追加、第 13条第 6項追加)

平成 29年 7月 1日 改正 (呼称変更、第4条第3項追加 以下繰 り下げ)

令和2年 6月 1日 改正 (第 2条第 3項イ追加 以下繰り下げ、第15条追加、以下繰り下

げ)

令和 2年 10月 1日 改正 (第 2条第 3項イ追加 以下繰り下げ、第 14条第 2項追カロ 以

下繰 り下げ、第 15条追加、以下繰り下げ)

４

‘



基本綸

月例=基本給+査定級+専門職手当

査定綸

定昇2,0∞円

専門職手当

ADl 嶋 000

AD2 mooo
DRl ∞ ,OЮ

DR2 70,αЮ

PDl 9Q∝Ю

PD2 1∞0∞

以降4∞0円ピッチ

級 金額 級 金額 級 金額

80,000 21 100,000 41 240,000

一
‘ 84,000 22 164,000 42 24■000

ｎ
ｄ 88,000 23 168,000 43 248,000

４

・ 92,000 24 172.000 44 252,000

“
Ｕ 90,000 25 176.000 45 256.000

ａ
ｕ 1∞,0∞ 26 180,000 46 200.000

■
， 104.000 27 184.000 47 264.000

０
０ 103.000 28 188.000 48 268.000

０

一 112.000 29 192.000 49 272.000

10 116,000 30 196,000 50 276,000

11 120,000 31 200,000 51 280,000

12 124,000 32 204,000 52 284,000

13 128,000 33 208,000 53 288,000

14 132,000 34 212,000 54 292,000

15 136.000 35 216.000 55 296.(X30

16 140.000 36 22QⅨЮ 56 300,(HD0

17 144.000 37 224.000 57 304.000

18 148,000 38 228.000 58 308,000

19 152,000 39 232,000 59 312.000

20 150,000 40 236,000 60 310,000

級 金額

一般

職摯

96.000

100,GЮ

110,∝Ю

専門

職掌

ADl 110,ⅨЮ

AD2 120,GЮ

DRl 130,000

DR2 1“.αЮ

PDl 100.000

PD2 170.000



書式第 17号 (法第55条関係)

54 2 3 る

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第54条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動
促進法施行規則第 32条第 1項各号に対応 しています。以下同じです。

し

特定非営利活動法人 トツトン・アーツ・ネットワーク 事 業 年 度 令和 2年 4月 1日 ～令和 3年 3月 31日

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

117,789,276円△
ロ 計

正会員受取会費 7,050,000 FI]

特別会員受取会費 23,400,000円

受取寄付金 52,551,650円

受取民間助成金 2,775,000円

受取国庫補助金 16,964,939円

公演事業収益 13,994,383円

トリトン通信広告掲載料 653,400円

コミュニティ活動収入 140,000円

受取利息 1,820円

雑収入 258,084円

円

円

円

円

(1)収益の源泉別の明細

(2)借入金の明細

借 入 先 金    額

な し 0円

円

円

円

円

△
ロ 計 円

な し

そ



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

(1)資産の譲渡に係る料金及び条件等

(2)資 けに係る料金及び条件等

る

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

該当なし 円

円

円

円

円

円

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

該当なし 円

円

円

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等

税務会計相談 49,500円 税務顧問契約書に基づく (月 額)

法律相談 30,070円 法律顧問契約に基づく (月 額)

コンサー ト参加料 円 役職員割引 10%

コンサー ト参加料 円

特別会員 (法人会員)招待・エステル
ハージ 10%割引・ラズモフスキー5%
割引 ※別添「会員の優待制度に関す

る規程」に記載

コンサー ト参加料 無償
個人正会員へ年一回主催公演に

ペアでご招待

出向負担金 530,000円 出向確認書に基づく (月 額 )

リハーサルスタジオ使用料 円 定価の半額

円

円

円

円



特定非営利活動法人 トリトン・アーツ・ネットワークの

会員の優待制度に関する規程

制定 平成 25年 1月 1日

(目 的)

第1条  この規程は、特定非営利活動法人 トリトン 0アーツ・ネットワーク定款第 6条第 1

項、第 2項の会員に対する優待制度について定める。

(会員に対する優待サービス)

第 2条 会員に対する優待制度については別表 1お よび別表 2と する。

(規程の変更)

第 3条 この規程を変更するときは、理事会の議決を経なければならない。



優待制度 正会員

主催公演招待 年 1回希望の主催公演にペアで招待

ホールバー ドリンク券 年間 2枚

主催公演チケットの先行予約販売 先行予約販売を案内

ホールロビー銘板、TANパ ンフレットに

芳名を掲載 (匿名可)

同左

TANかわら版、第一生命ホールコンサー

トカレンダーをお届け

同左

事業報告書、評価事業報告書をお届け 希望者

【別表 1】 正会員に対する優待制度

【別表 2】 特別会員に対する優待制度

*1 チケット割引は一般券、S・ A・ B席 とし、セット券 0シニア券・ヤング券子ども券・

トリトンポイントカー ド割引は対象としない。

*2 TANか わら版は年 10回発行、コンサー トカレンダーは年 6回発行する。

□類

優待制度

エステルハージ・

サークル会員

ラズモフスキー・

サークル会員

プラボー 0

サークル会員

主催公演招待数 1公演ごとに 4名 1公演ごとに 2名 1公演ごとに 1名

ホールバー ドリンク券 年間 30枚 年間 12枚 年間 6枚

主催公演チケット割引販売*1 10%オフ 5%オフ 無 し

ホールロビー銘板、TANパ ン

フレット、ホームページに社名

を掲載 (匿名可)

同左 同左 同左

TANかわら版、第一生命ホー

ルコンサー トカレンダーをお

届け*2

同左 同左 同左

事業報告書、評価事業報告書を

お届け

同左 同左 同左



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引
及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ
第一順位から第五順位までの取引 口 役員等との取引]

(1}収益の生ずる取 |の上 5

(2}費用の生ずる取引の 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

49,483,182 FI]

11,005,334円

2,075,Oα)円

2,000,000円

2,000,000円

1,500,000円

人材養成事業補助金

R2

会費

公演制作支援金

補助金

人会員)会費

人会員)会費等

R2

R2

R2
業

6,360,000円

3,366,000円

2,904,000円 雑誌 「ぶらあぼ」掲載料

2,864,390円 事業報告書・総会表決権行使書

氏名又は名称

出向負担金

住所又は所在地 取引金額

13,588,917円

演奏家出演料 0ライブ配信公

演収録費

取 引 内 容 等

家賃・敷金相当額・電気代・ホ

ール使用料・会議室使用料等

トリト

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

譲 渡

年月日
譲 渡 価 格 譲渡資産の内容等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円



口 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

役務の提

供年月日
対 価 の 額 役務提供の内容等

R2.4.1～

R3.3.31
814,000円 顧問契約書に基づく

R2.4.1～

R3.3.31
360,840円 顧問契約書に基づく

R2.4.1～

R3.3.31
0円

コンサー ト参加料

会員規定に基づく

個人正会員ペアご招待

299枚

R2.4.1～

R3.3.31
4,500円

コ

R2.4.1～

ヨし3.3.31
4,500円

コ

R2.4.1～

R3.3.31
17,100円

コ

役職員割引

R2.4.1～

R3.3.31
2,250円

コ

R2.4.1～

R3.3.31
4,5α)円

コ

役職員割引 10%
コ

R2.4.1～

R3.3.31
0円 会員規定に基づく

特別 2
コンサート

ヨ2.4.1～

RB.3.31
22,950円 会員規定に基づく

R2.4.1～

ヨι3.3.31
6,360,000円 出向確認書に基づく

53万円′月

円

円

円

4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日]



4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万円以上であるものに限る 並びにそ 日

5 給与の総額等に関する事項 [⑤給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項]

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

11人 40,221,583円

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

支出年月日 支出先の名称 支出した寄附金額所 在 地 寄附の目的等

.該当なし. 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合   計 円

7 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並び
日]

実  施  日 使 途 金   額

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

{1)役員及びその親族等

{2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等
口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿
'日

類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること
二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

′

イ

人 %

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(②÷③

① ② ③

③ 令和2年4月 1日～令和3年 3月 31日
11人 0人

人

0%

⑮ 年 月 日～ 年 月 日
人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人

人

人

%

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 %

申 請 時
人 人 %

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割 合

④÷③

④ ⑤

3人 27.2%

人 %

人 %

人 %

人 %

人 %

(注 1)

0主 2)

各欄の人数等は、第3表付表1『役員の状況』から転配してくださしヽ

③及麒〕こついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

ロ

各社員の表決権が平等である ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

上記を証する書類の名称とその内容等

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

|｀」にい

いいえ

法人名 特定ブ1学味I躍置法人 トリトン・アーツ・ネットワーク チェック欄

書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表) (初:わ

∝重1申D
・ 認定基準等チェック表 (第 3:口)は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出□Dの提出時においても調職及び添

付する1必要があります。その場合、上記日の記載の必要はありません.

・ 認定の有効醐間の更新の申請に当たつては、法第関条第1項に基づく響順(役員報酬規程等提出□Dに記載した事項について、

添付を省略することができます。



第3表 (りCD

∝意1申曰

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第騎条第1項に基づく書類 (役員報酬観程等提出:出日)に記載した事項について、改

めて配載する必要はありません。

エ

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明らかにしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできません。

3

ハ

項
日
【 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

会計について公認会計土又は監査法人の監査を受け

ている

はい

し`

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

:」にい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行つている

うFヽ
V
いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

:｀』にい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項
日
Ｈ ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

費途が明らかでない支出がある、l帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有(E 有 。無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

イの各欄 区分欄の 日③ Dヽ」 の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載しま‐
九

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」

及び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

|よ 「定款 (又は会員D第○条に『各正会員の表決権:よ

平等なものとする』と規定」のように記載します。

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

ハの各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③りから「①」についてlム イに記載する各期

間 (「④」から 口①り)を示したもので九

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の [墜し11_

に「○」した場合には監査証明書を添

付してくださセL_

② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

し菫堀艶こヒ 笙3表付表2「帳簿組

菫:⊆!整:ユL_産:記:菫:Li墨:世:Li≦ _■1ビ:さ

上全星

じて行っている」の「はしコ に「o」

二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から「①」について:よ イに記載する各期

間 (「①」から「①」)を示したものです。

項    目 記 載 要 領 注 意 事 項

記載要領の補足



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

H28.6。 23就任

H28.6. 23-frE

Rl.6。 19就任

Rl.6. le ffiff

H13.5。 1就任

監事
○

H30.6.21就 任

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事

項について、添付を省略することができます。

法人名
特定非営利活動法人 トリトン・ア

ーツ・ネットワーク
④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

人 人 人 人 人

人 人 人 人 人

人 人 人 人 人

役  員  数 11人 人

0人 人

3人 人

H3.5.1就任

H14.6。 28就任

H22.6.30就 任

H23.6.23就 任

理事

理事

理 事

長

理事

理事

○

○

○

ヽ
ノ

′
ヽ

○
H24.6.26就 任

藤田 正厚

倉林 京子

長濱 力雄

岩間 陽一郎

阪本 要一

○

○

○

理事

理事

理事

理事
ヽ
ノ

′
ヽ

監事
○

江川 友浩

長谷川 玲子

谷川 慶吾

盛田 里香

永山 妙子

石田 輝雄

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請時
就任・退任

年月日



法人名 特定非営禾:膵置法人 トリトン・アーツ・ネットワーク

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

出金・入金・振替伝票 会計ソフト (弥生)使用

請求書・領収証添付あり ルーズリーフ
都度 7年

総勘定元帳
会計ソフ ト (弥生)使用

)lr7i.t) -7

都度 7年

仕訳日記帳 会計ソフト (弥生)使用

ルーズリーフ

都度 7年

棚卸表 エクセル使用

ルーズリーフ

年 1回 7年

固定資産台帳 会計ソフト (TKC)使用

ルーズリーフ

年 1回 7年

給与台帳 エクセル使用

ルーズリーフ

月 1回 7年

書式第 9号 (法第 44条・51条・58条関係 |)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(記職 聯 D

「伝票又触暢購名」欄は、例えば「入詢 、「出鋤 、「振替伝票」、:預金出納幅し、「絡勘定元帳」などのように配載します。

「左の幅簿等の形態」欄は、「単凍」、町レーズリーフ」、「打 帳簿」などのように記載します。

「記帳の時期」欄は、印詢時」、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。

認定の有効期間の更新の申請に当たつて:ム 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書恒)に記載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。



法人名 特定非営禾lj識人 トリトン 0アーツ・ネットワーク チェック欄

4 :事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法

人と当法人との間の資産の醸渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当

法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う

者、上記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上

であること

二 1案続判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

′

① ◎ ① 申請郭寺項
口
日 ④ ⑮ ◎

有 ・ 無 有・ 無 有 ・ 無
宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者

を教化育成する活動
有。③ 有 。無 有 ・ 無 有 ・ 無

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれ

に反対する活動
有。① 有 。無 有 ・ 無 有 ・ 無 有・ 無 有 ・ 無 有 。無

特定の公職の候補者若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに

反対する活動

有。① 有・ 無 有 。無 有 。無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無

項 目 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申蘭駆寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対

する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他

役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別い 1溢の供

与の有無

有。① 有・無 有・無 有・無 有。無 有。無 有 。無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその議渡の時における価順に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供

与の有無

有。① 有・無 有・無 有。無 有 。無 有・無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別α滞騒´)供与の有無
有。① 有・無 有・無 有。無 有・無 有・無 有。無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の

有無

有。① 有・無 有・無 有・無 有・無 有 。無 有・無

書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表 (第 4表 ) 靱 わ

∝意申D
・ 『認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第5条第1項に基づく書類 (役員欄酬婦樫等提出書類)の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、『認定基準等チェック表 第4表 (次葉拍 0ヽ及び二)の融 び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有り鵬閥

“

D更新の申請に当たつては、法第聞条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書E)に配載した事項につい

て、添付を省略することができます.



次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合に|よ 正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

X回覧に関する細則 網 庸́風D等がある場合に:よ そC中口:1(祖杞顧lD等を添付してくださし、

同  意

する しない

イ

ハ

① :事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、強 名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した:劃D
② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写D

ロ 各認定基準等16薗合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

割附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給1与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

①'収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

割附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄付金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した1割附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外′ヽの送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び睫途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

法人名 特定非営利活動法人トリトン・アーツ・ネットワーク チェック欄

′
5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事
務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

【駈□

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事

項等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金奮扱,び使途並びにその予定日を記載した書類

書式第 13号・ (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 5表)

∝意申D
・ 認定基準等チェック表第5表は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬婦程等提出書類)の提出時に記載及び添付する必要

があります。
・ 認定の有効期間DI更新の申講に当たつて:よ 添付の必要はありません。



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 能榔l識人トリトン=り 0ネットワ

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表)

∝意1中D
・ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬婦程割日田■Dの提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)

は、記載する1必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、認定基準鏑チェック表 (第 6表及び第8表)の中 はありません。また、法第

55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改めて記載する必要はありません。

6 1実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック欄

特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

③ ⑮ ◎ ① ◎ ①

有 0無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 毎

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェッタ欄

′

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7:口)は、法第騒条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出■讐Dの提出時に記載及

び添付する必要があります。

④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

チェッタ欄

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日



書式第 15号 (法第 44条・51条・58条関係 )

欠格事由チェック表

特定非営禾1括動法人トリトン・アーツ・ネットワーク法人名

ノ

た場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特
例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等臼 )若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、
罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

二 暴力団の構成員等 は2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

』≧L菫塑:壁:塾」:堕」望2直:塑:Ш堕]盤囮:壺:ヨ:聾:塁J]塵幽塵lHttlと:重整墾量」■整I塑]里整童 0■L並び
1二囲圏理堕』L墾」壺丞1笙」二l国聖L量」医堕≧二」菫」壁墾□L□L』」堕自塵堕LE」墨壺自囲璽[□堕≧ヨl旦コ墜」隆型望型」E立 )。

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

次のし

は認定、 ることができません。
る法人

1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り

チェック相

役員のうち、次のいずれかに該当する者の有無

認定特定非営棚部蹴却u粧 を取り消された場合又は特

"l認

定特定非営禾l樫倒法人が特例認定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定

特定非営利活動法人又は当翻 認1定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から5年を経過しない者の有無

有 ∩ヽ
中′

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から

5年を経過しない者の有無
有

⌒
・〔任 】

じヽン

特定非営和:膳動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受

けることがなくなつた日から5年を経過しなし渚の有無

有 μ屁ヽ
ツヽ

暴力団の構成員等の有無
′
~ヽ

有・〔無〕

つ
“ 認定又は特傾]認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 ttt/\( い し

Ｒ

） 定款又は事業計画1書の内容が法令等に違反している法人 はし

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人

⌒はいQグ

瀞
議 (注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証1明書も添付すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、」二菫墜L菫菫[墨二菫壼塑1塵置窒E」L」≧逆韮堕≧目菫LLEttL國壁型]壁書

5 3 は い ・ しヽ

０^ 次のいずれ力ヽ こ該当する法人

暴力団 はい。(藝■
暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 はいてママ更ヽ


